
生長会健康保険組合

自 営 業 事業の収支計算書(写）の提出

は い

在 職 中

以 上

は い

以 下

い い え は い

い い え

受 給 す る い い え

受給しない 別 居 　   認定できません

は い は い 　   夫又は妻の被扶養者に

受給 延長 同 居 受給する 　   認定できません

受給 終了 受給しない

受 給 す る 受給延長

受給しない 同 居 い い え 受給終了

受給 延長 受 給 中

受給 終了 別　　居 受 給 前

は い い い え 　     認定できません

い い え は い

い い え

は い

その他

は い

い い え

在学中ですか

い い え

退職

新生児

平成18年1月1日現在

注１．被扶養者の認定日は、必要書類が全て健保組合に提出された日以降となりますのでご承知おき願います。（入社時及び出産時は除く）

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｃ・Ｄ・Ｋ・Ｌ・Ｔ・他

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｃ・Ｄ・Ｆ・Ｇ・Ｋ・Ｍ

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｃ・Ｄ・Ｈ・Ｋ・Ｌ

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｃ・Ｄ・Ｉ・Ｋ・(ＬかＭ）・他

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｃ・Ｄ・Ｋ・(ＬかＭ）・Ｔ・Ｕ・他

注２．提出書類に不足不備等ある場合は、再度別の書類等の提出を求めることがあります。また、別居の場合は送金証明書等の提出を求めます。

夫 又 は 妻
はいますか

 　  認定できません
　   〔受給終了後申請してください〕

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｊ・Ｌ・Ｔ

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｋ・Ｌ・Ｔ

血 族

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｋ

父･母
祖父母
の申請

扶養の実績はありますか

失業給付
の受給は

在学中
ですか

年金の
受給は

はい・要送金
明細（３ヶ月）

申請者に親は
いますか

弟・妹・孫
の　申　請

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｋ・Ｌ・Ｔ・Ｕ

下記の書類を提出してください

Ａ・B・Ｄ・Ｊ・Ｌ（Ｉ・Ｏ・Ｔどれか）

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｊ・Ｌ・（ＩかＴ）・Ｕ

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｂ・Ｊ・Ｌ・Ｏ・Ｐ・Ｑ・Ｒ

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｊ・Ｌ

　   認定できません
　   〔受給終了後申請してください〕

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｋ・Ｌ（Ｉ・Ｏ・Ｔどれか）

姻 族

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｋ・配偶者のＬ

　   特別な理由がない場合は認定
　   出来ません

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｃ・Ｋ

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｃ・Ｅ・Ｋ

　   特別な理由がない場合は認定
　   出来ません

　 認定出来ません〔就業中の企
　 業の健保に加入してください〕

いいえ
義務教育過程
の子ですか

扶養者認定に必要な提出書類一覧表

配偶者
の申請

パ　ー　ト
勤務時間は

従業員の3/４
結婚

入社

失業給付の
受給は？

無 職

結婚（入社）
前配偶者は
勤務してい
ましたか

入社時に

Ｋを添付

失業保険
受給は？

注３．扶養家族の認定は永久的に認定したものではありませんので、随時認定の確認を行います。

子供の
申  請

配偶者は被
扶養者 で す
か

下記の書類を提出してください

Ａ・Ｋ・Ｅ・配偶者のＬ（配偶者が
被扶養者の場合は不要）

　   特別な理由がない場合は認定
　   出来ません

義務教育過程
の子ですか

既に子供の扶
養者がいます
か

記号 提 出 書 類 名 証明者・機関 記号 提 出 書 類 名 証明者・機関

Ａ 被扶養者（異動）届 本 人 Ｎ 退職証明書 事 業 主

Ｂ 年金手帳（夫・妻） 社会保険庁 Ｏ 雇用保険未加入証明書 事 業 主
Ｃ 戸籍抄本 市区町村 Ｐ 雇入れ通知書 事 業 主
Ｄ 無職・無収入証明書 民生委員 Ｑ 社会保険を適用できない理由書 事 業 主
Ｅ 在学証明書 学 校 Ｒ 直近3ヶ月の給与明細書（写） 事 業 主
Ｆ 年金証書（写）（遺族・障害含む） 社会保険庁 Ｓ 離職前3ヶ月の給与明細書（写） 事 業 主
Ｇ 直近の年金振込通知書（写） 社会保険庁 Ｔ 雇用保険受給資格者証 ハローワーク

Ｈ 本人の申立書 本 人 Ｕ 受給期間延長通知書 ハローワーク

Ｉ 離職票№１、№２ 事 業 主
Ｊ 市区町村
Ｋ 市区町村
Ｌ 市区町村他

Ｍ 市区町村所得証明書（年金収入の記載されたもの（年金受給権のある方））　

提出書類記号一覧表

戸籍抄本又は婚姻届受理証明書（写）
住民票記載事項証明書又は住民票
所得証明書（1月～6月迄の申請の場合は、前年度の源泉徴収票（写））

被扶養者認定に必要な提出書類早見表


